
「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前の 

かつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機 

汚染物質に関するストックホルム条約」の締約国について 

 

     輸出注意事項１８第４号（18.3.15・平成 18･03･08 貿局第 1号） 

改正①輸出注意事項１８第１３号（18.4.19） 

②輸出注意事項１８第１８号（18.5.30） 

③輸出注意事項１９第２３号（19.8.1） 

④輸出注意事項１９第２６号（19.8.24） 

⑤輸出注意事項２０第３号（20.1.30） 

⑥輸出注意事項２０第４号（20.2.14） 

⑦輸出注意事項２０第６号（20.3.7） 

⑧輸出注意事項２０第１４号（20.5.8） 

⑨輸出注意事項２０第１５号（20.6.9） 

⑩輸出注意事項２０第２０号（20.8.21） 

⑪輸出注意事項２０第３６号（20.12.12） 

⑫輸出注意事項２１第２号（21.1.20） 

⑬輸出注意事項２１第５号（21.2.10） 

⑭輸出注意事項２１第１９号（21.5.25） 

⑮輸出注意事項２１第２７号（21.8.27） 

⑯輸出注意事項２６第３６号（26.10.31） 

⑰輸出注意事項２７第８号(27.4.22) 

 

化学物質の輸出承認について（平成１８年３月１５日付け平成１８・０３・０８貿局第

１号・輸出注意事項１８第３号）において規定する国際貿易の対象となる特定の有害な化

学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条

約（以下「ロッテルダム条約」という。）及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム

条約（以下「ストックホルム条約」という。）の締約国は、下記のとおりとなります。 

なお、「（お知らせ）国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての

事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質に

関するストックホルム条約の締約国について」（平成１６年９月７日付け）は廃止します。 

 

記 

 

１ ロッテルダム条約の締約国 

  アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブータ、アルゼンチン、アルメニ



ア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ボリ

ビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、

ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、チャド、チリ、中華人

民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロ

アチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブ

チ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリ

ア、エストニア、エチオピア、ＥＵ、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジ

ョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、

ホンジュラス、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエ

ル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、

ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リト

アニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、

マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、モロ

ッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、

ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、

ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルー

マニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、

サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、シンガポール、

スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スー

ダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、マケドニア旧

ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、ウガンダ、ウクライ

ナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエ

メン、ザンビア、ジンバブエ 

 

２ ストックホルム条約の締約国 

  アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハ

マ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベ

ナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、ブリ

キナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフ

リカ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、クック、

コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、北朝鮮、

コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エ

ジプト、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、ＥＵ、フィジー、フ

ィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、

グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスラ



ンド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、カザフ

スタン、ケニア、キリバス、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レ

ソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガ

スカル、マラウイ、モルディブ、マリ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メ

キシコ、ミクロネシア、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、

ミャンマー、ナミビア、ナウル、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、

ニジェール、ナイジェリア、ニウエ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パ

ナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガ

ル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリスト

ファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サントメ・プリンシ

ペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、

スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリラ

ンカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タジキス

タン、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トンガ、トリニダード・ト

バゴ、チュニジア、トルコ、ツバル、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、

タンザニア、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジ

ンバブエ 

  


